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関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
案
）
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
関
係
）

暫
定
法
別
表

暫
定
法
別
表

品

名

期

間

数

量

品

名

期

間

数

量

第
一
の
番
号

第
一
の
番
号

○
七
一
三
・

乾
燥
し
た
豆
（
さ
や
を
除
い

平
成
二
六
年

七
○
、
○
○

○
七
一
三
・

乾
燥
し
た
豆
（
さ
や
を
除
い

平
成
二
六
年

五
○
、
○
○

一
○

た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

一
〇
月
一
日

○
ト
ン

一
○

た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

四
月
一
日
か

○
ト
ン

○
七
一
三
・

皮
を
除
い
て
あ
る
か
な
い
か

か
ら
平
成
二

○
七
一
三
・

皮
を
除
い
て
あ
る
か
な
い
か

ら
同
年
九
月

三
二

又
は
割
つ
て
あ
る
か
な
い
か

七
年
三
月
三

三
二

又
は
割
つ
て
あ
る
か
な
い
か

三
〇
日
ま
で

○
七
一
三
・

を
問
わ
な
い
。
）
の
う
ち
、

一
日
ま
で

○
七
一
三
・

を
問
わ
な
い
。
）
の
う
ち
、

三
三

ひ
よ
こ
豆
、
緑
豆
及
び
ひ
ら

三
三

ひ
よ
こ
豆
、
緑
豆
及
び
ひ
ら

○
七
一
三
・

豆
以
外
の
も
の

○
七
一
三
・

豆
以
外
の
も
の

三
四

三
四

○
七
一
三
・

○
七
一
三
・

三
五

三
五

○
七
一
三
・

○
七
一
三
・

三
九

三
九

○
七
一
三
・

○
七
一
三
・

五
○

五
○

○
七
一
三
・

○
七
一
三
・

六
○

六
○

○
七
一
三
・

○
七
一
三
・

九
○

九
○

一
○
○
五
・

と
う
も
ろ
こ
し
の
う
ち
コ
ー

平
成
二
六
年

二
、
一
○
○

一
○
○
五
・

と
う
も
ろ
こ
し
の
う
ち
コ
ー

平
成
二
六
年

二
、
一
○
一

九
○

ン
ス
タ
ー
チ
の
製
造
に
使
用

一
〇
月
一
日

、
四
○
○
ト

九
○

ン
ス
タ
ー
チ
の
製
造
に
使
用

四
月
一
日
か

、
一
○
○
ト
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す
る
も
の

か
ら
平
成
二

ン

す
る
も
の

ら
同
年
九
月

ン

七
年
三
月
三

三
〇
日
ま
で

一
日
ま
で

と
う
も
ろ
こ
し
の
う
ち
関
税

平
成
二
六
年

三
六
三
、
○

と
う
も
ろ
こ
し
の
う
ち
関
税

平
成
二
六
年

三
六
三
、
○

暫
定
措
置
法
施
行
令
第
三
条

四
月
一
日
か

○
○
ト
ン

暫
定
措
置
法
施
行
令
第
三
条

四
月
一
日
か

○
○
ト
ン

に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り

ら
平
成
二
七

に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り

ら
平
成
二
七

飼
料
用
に
供
す
る
も
の

年
三
月
三
一

飼
料
用
に
供
す
る
も
の

年
三
月
三
一

日
ま
で

日
ま
で

と
う
も
ろ
こ
し
の
う
ち
コ
ー

平
成
二
六
年

五
○
、
六
○

と
う
も
ろ
こ
し
の
う
ち
コ
ー

平
成
二
六
年

四
九
、
九
○

ン
フ
レ
ー
ク
、
エ
チ
ル
ア
ル

一
〇
月
一
日

○
ト
ン

ン
フ
レ
ー
ク
、
エ
チ
ル
ア
ル

四
月
一
日
か

○
ト
ン

コ
ー
ル
又
は
蒸
留
酒
の
製
造

か
ら
平
成
二

コ
ー
ル
又
は
蒸
留
酒
の
製
造

ら
同
年
九
月

に
使
用
す
る
も
の

七
年
三
月
三

に
使
用
す
る
も
の

三
〇
日
ま
で

一
日
ま
で

と
う
も
ろ
こ
し
の
う
ち
そ
の

平
成
二
六
年

五
三
、
八
○

と
う
も
ろ
こ
し
の
う
ち
そ
の

平
成
二
六
年

五
八
、
八
○

他
の
も
の

一
〇
月
一
日

○
ト
ン

他
の
も
の

四
月
一
日
か

○
ト
ン

か
ら
平
成
二

ら
同
年
九
月

七
年
三
月
三

三
〇
日
ま
で

一
日
ま
で

一
一
○
七
・

麦
芽
（
い
つ
て
あ
る
か
な
い

平
成
二
六
年

二
六
六
、
六

一
一
○
七
・

麦
芽
（
い
つ
て
あ
る
か
な
い

平
成
二
六
年

二
九
一
、
六

一
○

か
を
問
わ
な
い
。
）

一
〇
月
一
日

○
○
ト
ン

一
○

か
を
問
わ
な
い
。
）

四
月
一
日
か

○
○
ト
ン

一
一
○
七
・

か
ら
平
成
二

一
一
○
七
・

ら
同
年
九
月

二
○

七
年
三
月
三

二
○

三
〇
日
ま
で

一
日
ま
で

一
一
○
八
・

で
ん
粉
（
小
麦
で
ん
粉
を
除

平
成
二
六
年

八
三
、
五
○

一
一
○
八
・

で
ん
粉
（
小
麦
で
ん
粉
を
除

平
成
二
六
年

八
三
、
五
○

一
二

く
。
）
及
び
イ
ヌ
リ
ン
並
び

一
〇
月
一
日

○
ト
ン

一
二

く
。
）
及
び
イ
ヌ
リ
ン
並
び

四
月
一
日
か

○
ト
ン

一
一
○
八
・

に
穀
粉
、
ミ
ー
ル
又
は
で
ん

か
ら
平
成
二

一
一
○
八
・

に
穀
粉
、
ミ
ー
ル
又
は
で
ん

ら
同
年
九
月

一
三

粉
の
調
製
食
料
品
（
米
、
小

七
年
三
月
三

一
三

粉
の
調
製
食
料
品
（
米
、
小

三
〇
日
ま
で

一
一
○
八
・

麦
、
ラ
イ
小
麦
、
大
麦
若
し

一
日
ま
で

一
一
○
八
・

麦
、
ラ
イ
小
麦
、
大
麦
若
し
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一
四

く
は
裸
麦
の
粉
、
ひ
き
割
り

一
四

く
は
裸
麦
の
粉
、
ひ
き
割
り

一
一
○
八
・

し
た
も
の
、
ミ
ー
ル
若
し
く

一
一
○
八
・

し
た
も
の
、
ミ
ー
ル
若
し
く

一
九

は
ペ
レ
ッ
ト
又
は
で
ん
粉
の

一
九

は
ペ
レ
ッ
ト
又
は
で
ん
粉
の

一
一
○
八
・

一
以
上
を
含
有
す
る
も
の
で

一
一
○
八
・

一
以
上
を
含
有
す
る
も
の
で

二
○

、
こ
れ
ら
の
物
品
の
含
有
量

二
○

、
こ
れ
ら
の
物
品
の
含
有
量

一
九
○
一
・

の
合
計
が
全
重
量
の
八
五
％

一
九
○
一
・

の
合
計
が
全
重
量
の
八
五
％

二
○

を
超
え
る
も
の
に
限
る
も
の

二
○

を
超
え
る
も
の
に
限
る
も
の

一
九
○
一
・

と
し
、
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
及

一
九
○
一
・

と
し
、
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
及

九
○

び
育
児
食
用
又
は
食
餌
療
法

九
○

び
育
児
食
用
又
は
食
餌
療
法

じ

じ

用
の
も
の
を
除
く
。
）
の
う

用
の
も
の
を
除
く
。
）
の
う

ち
で
ん
粉
が
最
大
の
重
量
を

ち
で
ん
粉
が
最
大
の
重
量
を

占
め
る
も
の
（
小
麦
で
ん
粉

占
め
る
も
の
（
小
麦
で
ん
粉

を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。

を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。

）

）


